
令和８年７月１日採用 横浜市職員共済組合 職員共済課・医療福祉課 嘱託員募集要項 

 

 

１ 採用条件 

(1) 身分 

横浜市職員共済組合嘱託員 

（横浜市職員共済組合は、横浜市職員とその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため、年金

や健康保険等の業務を行っています。） 

(2) 業務内容 

  地方公務員等共済組合法による横浜市職員等に対する年金・医療給付等の業務。 

 ア 年金に関する業務 

(ｱ) 窓口及び電話による年金請求及び届出並びに年金相談の受付 

(ｲ) 年金請求書類等のチェック及び専用システムへの入力 

(ｳ) 年金書類の発送業務 

(ｴ) その他年金の裁定及び支給に関する業務 

  イ 医療給付に関する業務 

(ｱ) 給付業務に関する請求、届出及び相談の受付 
(ｲ) 給付業務に関する書類等のチェック及び専用システムへの入力 

(ｳ) 給付業務に関する書類の発送業務 

(ｴ) 資格管理及び扶養認定に関する業務 

 (3) 応募資格・求められる能力 

  ア 応募資格 

横浜市職員共済組合嘱託員就業要綱(以下「要綱」という)第４条の欠格条項に該当しない方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 求められる能力 

(ｱ)  パソコン（ワード、エクセル）の操作、窓口、電話対応ができること 

(ｲ)  上司・同僚と適切なコミュニケーションを図りながら職務を遂行する能力を有していること 

(ｳ) 個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、誠実に業務に取り組むことがで

きること 

(ｴ) 自ら進んで職務を遂行していく姿勢があること 

(ｵ) 厚生年金法、健康保険法又は地方公務員等共済組合法による事務や労務事務の経験がある方

又は知識のある方歓迎 

(ｶ) 共済組合、健康保険組合、国民健康保険など健康保険関連組織での勤務経験が１年以上ある

方又は医療事務の経験のある人を歓迎 

(4) 募集人員 

若干名 

(5) 採用予定日 

横浜市職員共済組合嘱託員就業要綱（抜粋） 
（欠格事項） 
第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、嘱託員となることができない。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人 
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 
(3) 組合又は他の勤務先において、懲戒解雇又はこれに準ずる処分を受け、その処分を

受けた日から２年を経過しない者 



令和８年７月１日 

(6) 雇用期間 

令和８年７月１日から令和９年３月 31日まで 

※ 勤務成績が良好である場合には、その期間を４回まで更新することができるものとする。ただ

し、年齢満６５歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて更新することはできない。 

(7) 勤務日・勤務時間 

週５日 午前９時から午後５時まで（うち休憩１時間） 

※ 原則として土曜日、日曜日、国民の祝・休日、年末年始（12 月 29 日から１月３日まで）を除く 

(8) 勤務場所 

横浜市職員共済組合（横浜市中区本町６－50－１横浜アイランドタワー17 階） 

(9) 報酬 

月額 254,800 円（令和８年度） 

※  期末手当・勤勉手当・通勤手当等は別途支給 

※ 報酬は、要綱に基づきます。報酬は改正される場合があります。 

(10) 休暇 

要綱に基づいて付与（年次休暇・夏季休暇等） 

(11) 社会保険等 

雇用保険、厚生年金保険、健康保険（横浜市職員共済組合） 

横浜市職員厚生会は希望者のみ加入 

 

２ 嘱託員募集要項、嘱託員申込書及び作文様式の配布期間及び配布方法 

(1) 配布期間 

令和８年４月 16日（木）から令和８年５月 11日（月）まで 

(2) 配布方法 

横浜市職員共済組合ウェブサイトからダウンロード 

 

３ 選考試験申込み方法 

横浜市職員共済組合ウェブサイトから横浜市職員共済組合嘱託員募集要項をダウンロードし、次の

書類（(2)のみ本人の自筆）を記入の上、横浜市職員共済組合職員共済課庶務係（横浜市中区本町６－

50－１横浜アイランドタワー17 階）に持参又は郵送（簡易書留）で提出してください。 

(1) 横浜市職員共済組合 嘱託員申込書（横浜市職員共済組合指定様式） 

※ 今回提出された個人情報は、本件採用選考及び採用に関する事務以外の目的で一切使用しません。

また、提出いただいた書類は、当組合で責任を持って処分します。 

(2) 作文（別途添付様式）） 

※ 黒のボールペン等を使用して自筆で作成してください。 

 

４ 申込期間（申込方法は、持参又は郵送） 

持参の場合は、令和８年４月 17日（金）から令和８年５月 11日（月）まで平日の９時から 12時ま

で及び 13時から 17時までにお願いします。 

〒231-8315 横浜市中区本町６－５０－１ 横浜アイランドタワー17階 

 横浜市職員共済組合 嘱託員採用担当 今井 

※ 郵送の場合は、簡易書留で令和８年５月 11日（月）17時必着 

郵送先：〒231-8315 横浜市中区本町６－５０－１ 横浜アイランドタワー17階 

    横浜市職員共済組合 嘱託員採用担当 今井 

 （なお、郵便事情により期限までに横浜市職員共済組合に届かないことも考えられるので、提出

には余裕をもって送付してください。） 



 

５ 選考方法 

書類選考及び面接選考 

(1) 書類選考 

 書類選考結果通知を令和８年５月 21日（木）頃に応募者全員に発送します。 

(2) 面接選考 

令和８年６月３日（水）又は６月４日（木）を予定 

※ 詳細については、書類選考合格通知時にお知らせします。 

※ 応募者による面接日時の指定はできません。 

 

６ 合否の連絡 

令和８年６月１６日（火）  面接選考受験者全員に合否にかかわらず連絡します。 

 

７ 健康診断  

採用内定者には、健康診断を受診していただきます。 

※ 日程については、別途連絡します。 

 

８ その他 

 ・この選考において提出された書類は、一切返却いたしません。 

 ・受験に際して、横浜市職員共済組合に提出された個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外

の目的で一切使用いたしません。 

 ・選考の途中で、応募資格が無いこと又は申込記載事項に虚偽があったことが明らかとなった場合は、

その後の選考が受験できません。合格している場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ・提出先＞ 

横浜市職員共済組合嘱託員採用担当 今井 

〒231-8315 横浜市中区本町６－５０－１ 

横浜アイランドタワー17 階 

電話：671-3402   FAX：641-0915 

URL：https://yokohama-kyosai.or.jp/ 


